
12

広報あぐい　２００９年２月１５日号
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猟
友
会
阿
久
比
支
部
の
協
力
で
次
の
と

お
り
有
害
鳥
獣
駆
除
を
実
施
し
ま
す
。

　

駆
除
に
当
た
っ
て
は
、
安
全
対
策
に
万

全
を
期
し
て
い
ま
す
が
、
事
故
防
止
の
た

め
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

□
実
施
日　

三
月
八
日（
日
）、
十
五
日

　
（
日
）、
二
十
日（
金
）、

　

予
備
日　

三
月
二
十
二
日（
日
）

□
時　

間　

日
の
出
か
ら
日
の
入
り
ま
で

□
実
施
地
区　

阿
久
比
町
全
域
（
住
宅
地

を
除
く
）

□
駆
除
方
法　

散
弾
銃
に
よ
る
駆
除

□
問
い
合
わ
せ
先　

産
業
課　

�（
４
８
）

１
１
１
１
（
内
２
２
７
）

�障
害
児
対
応
保
育
士

□
勤
務
場
所　

町
立
草
木
保
育
園
・
北
原
保
育
園

□
募
集
人
員　

若
干
名

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　

午
前
八
時
半
〜
午
後
四
時
半

延
長
保
育
対
応
保
育
士

□
勤
務
場
所　

町
立
保
育
園

□
募
集
人
員　

若
干
名

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　

午
後
三
時
半
〜
午
後
七
時

乳
児
保
育
対
応
保
育
士

□
勤
務
場
所　

町
立
保
育
園

□
募
集
人
員　

若
干
名

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　

午
前
八
時
半
〜
午
後
四
時
半
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◇　
　
　

◇

□
勤
務
期
間　

四
月
一
日
〜
九
月
三
十
日

□
賃　

金　

千
円
（
時
間
給
）　

交
通
費

月
額
二
千
円
（
自
宅
か
ら
勤
務
地
ま
で

二
キ
ロ
以
上
の
場
合
）

□
応
募
資
格　

保
育
士
資
格
の
あ
る
方
で

年
齢
六
十
四
歳（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

現
在
）ま
で
の
健
康
な
方（
六
十
五
歳
定
年
）

□
試　

験　
　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・

写
真
添
付
）
、
保
育
士
証
の
写
し

□
申
込
期
限　

二
月
二
十
七
日（
金
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

住
民
福

祉
課　

�（
４
８
）１
１
１
１（
内
２
２
６
）

�□
勤
務
場
所　

町
立
保
育
園

□
勤
務
内
容　

用
務
員

□
募
集
人
員　

一
人

□
勤
務
期
間　

四
月
一
日
〜
九
月
三
十
日

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日　

午
前

八
時
半
〜
午
後
五
時

□
賃　

金　

八
百
円
（
時
間
給
）
交
通
費

月
額
二
千
円
（
自
宅
か
ら
勤
務
地
ま
で

二
キ
ロ
以
上
の
場
合
）

□
応
募
資
格　

年
齢
六
十
四
歳
（
平
成
二

十
一
年
四
月
一
日
現
在
）
ま
で
の
健
康

な
方
（
六
十
五
歳
定
年
）

□
試　

験　
　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・

写
真
添
付
）

□
申
込
期
限　

二
月
二
十
七
日（
金
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

住
民
福

祉
課　

�（
４
８
）１
１
１
１（
内
２
２
６
）
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平成２０年度　児童手当所得制限額 
※扶養親族数、所得額共に平成１９年分で判定します。

厚生年金などの加入者国民年金加入者扶養親族などの数

５３２ 万 円４６０ 万 円０　人

５７０ 万 円４９８ 万 円１　人

６０８ 万 円５３６ 万 円２　人

６４６ 万 円５７４ 万 円３　人

６８４ 万 円６１２ 万 円４　人

７２２ 万 円６５０ 万 円５　人

　受給者には、振り込みが完了しだい通知します。
　今回支給される手当は平成２０年１０月分から平成２１年
１月分です。
支給額
　３歳未満の児童　　一律１０，０００円（月額）
　３歳以上の児童　　　　
　　　第１子　　　　　　５，０００円（月額）
　　　第２子　　　　　　５，０００円（月額）
　　　第３子以降　　　　１０，０００円（月額）
　現在、小学校６年生までの児童を養育している方で
児童手当をまだ認定請求していない方は、早急に手続
きをしてください。認定請求をした翌月から手当の支
給が開始されます。ただし、養育者の加入する年金制
度により、右表のとおり所得制限があります。
　公務員の方は勤務先が請求場所になります。

※　所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老
人扶養親族がある方についての限度額（所得額ベー
ス）は、上記の額にその老人控除対象配偶者または
老人扶養親族一人につき６万円を加算した額。

※　扶養親族などの数が６人以上の場合の限度額（所
得額ベース）は、一人につき３８万円（老人控除対象
配偶者または老人扶養親族であるときは４４万円）を
加算した額。

□問い合わせ先
　住民福祉課児童福祉係　�（４８）１１１１　（内２２６）


